
設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

 文化課  文化課  文化財保護法
 第43条
第１項

 重要文化財の現
状変更等の許可

 設定済み

 行政手続法の施行及び
これに伴う文化財保護法
の一部改正等について
（別紙２第１項・第２項）
（平成６年11月25日　庁
保伝141号　文化庁次長
通達）
文化財保護法施行令第
５条第３項第１号ロに掲
げる重要文化財の保存
に影響を及ぼす行為の
許可の事務の処理基準
について（平成12年１２
月２７日　庁保美242号
文化庁次長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  ３か月  

 文化課  文化課  文化財保護法
 第43条
第１項

 重要文化財の現
状変更等の許可

 設定済み

 行政手続法の施行及び
これに伴う文化財保護法
の一部改正等について
（別紙２第１項・第２項）
（平成６年11月25日　庁
保伝141号　文化庁次長
通達）
文化財保護法施行令第
５条第３項第１号ロに掲
げる重要文化財の保存
に影響を及ぼす行為の
許可の事務の処理基準
について（平成12年１２
月２７日　庁保美242号
文化庁次長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  １か月  

 文化課  文化課  文化財保護法
 第43条
第１項

 重要文化財の現
状変更等の許可

 設定済み

 行政手続法の施行及び
これに伴う文化財保護法
の一部改正等について
（別紙２第１項・第２項）
（平成６年11月25日　庁
保伝141号　文化庁次長
通達）
文化財保護法施行令第
５条第３項第１号ロに掲
げる重要文化財の保存
に影響を及ぼす行為の
許可の事務の処理基準
について（平成12年１２
月２７日　庁保美242号
文化庁次長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  ３か月  

本庁担当課
標準処理期間

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

審査基準
許認可等の事項根拠条項法令名担当所属



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由
本庁担当課

標準処理期間

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

審査基準
許認可等の事項根拠条項法令名担当所属

 文化課  文化課  文化財保護法
 第53条
第１項

 所有者及び管理
団体以外による重
要文化財の公開の
許可

 設定済み

重要文化財の所有者及
び管理団体以外の者に
よる公開の許可に係る
基準について(平成8年7
月12日庁保美77号　文
化庁次長通知)
重要文化財の所有者及
び管理団体以外の者に
よる公開の許可に係る
基準（平成8年7月12日
文化庁長官裁定）
国宝・重要文化財の公
開に関する取扱要項（令
和5年6月16 日改訂）
国宝・重要文化財の公
開について（昭和34年6
月2日　文委美第24号文
化財保護委員会事務局
長通知）
国宝・重要文化財の公
開許可申請について（昭
和36年10月9日　文委美
第62号　文化財保護委
員会事務局長通知）
文化財公開施設の計画
に関する指針（平成7年8
月29日　文保美第86号
文化庁文化財保護部長
通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  20日  

 文化課  文化課  文化財保護法
 第125条
第１項

 史跡名勝天然記
念物の現状変更等
の許可

 設定済み

 行政手続法の施行及び
これに伴う文化財保護法
の一部改正等について
〔別紙2第7項〕(平成6年
11月25日　庁保伝141号
文化庁次長通達)
文化財保護法施行令第
5条第4項第1号イからリ
までに掲げる史跡名勝
天然記念物の現状変更
等の許可の事務の処理
基準について(平成12年
4月28日　庁保記226号
文化庁次長通知)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み
 １か月～
３か月

 文化課  文化課  銃砲刀剣類所持等取締法
 第14条
第1項

 古式銃砲又は刀
剣類の登録

 設定済み
 法の定め以上に具体化
する必要がない

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  1日  

 文化課  文化課  銃砲刀剣類所持等取締法
 第18条
の2第1
項

 美術刀剣類の製
作の承認

 設定済み

 美術刀剣類の製作承認
について(昭和54年5月５
月１１日54保美第32号
文化庁文化財保護部美
術工芸課長通知)

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  10日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由
本庁担当課

標準処理期間

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

審査基準
許認可等の事項根拠条項法令名担当所属

 文化課  文化課  博物館法
 法第13
条
第１項

 博物館の登録  設定済み
 博物館の登録に係る審
査基準等要綱

 ホームページ
https://www.pref.oita.jp/
site/bunka/museumregis
tration.html

  設定済み  90日  

 文化課  文化課  博物館法
 法第31
条
第１項

 博物館に相当する
施設の指定

 設定済み
 博物館に相当する施設
の指定に関する要綱

 ホームページ
https://www.pref.oita.jp/
site/bunka/museumspec
ification.html

  設定済み  90日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

 文化課  文化課  大分県文化財保護条例
 第１８条
第１項

 県指定有形文化
財の現状変更及び
保存に影響を及ぼ
す行為の許可

 設定済み
 条例の定め以上に具体
化する必要がない

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  ２０日  

 文化課  文化課  大分県文化財保護条例
 第39条
第１項

 県指定史跡名勝
天然記念物の現状
変更及び保存に影
響を及ぼす行為の
許可

 設定済み
 条例の定め以上に具体
化する必要がない

 申請者等の求めに応じ
て提示

   設定済み  ３０日  

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（条例、規則）

本庁担当課 担当所属 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間


